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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスタ記憶装置及びスレーブ記憶装置に対して医用画像データの多重記憶処理を実行す
る記憶実行手段と、
　前記医用画像データの特定情報と、前記スレーブ記憶装置への前記多重記憶処理が完了
したか否かを示す多重記憶完了情報とを対応付ける検査管理データを記憶する記憶装置と
、
　外部装置から、所要の特定情報に関する医用画像データが記憶された記憶装置の記憶位
置情報の要求を受け付ける記憶位置要求受付手段と、
　前記記憶位置情報の要求が受け付けられると、前記検査管理データを参照し、前記所要
の特定情報に関する医用画像データの多重記憶処理が完了しているか否かを、当該特定情
報に対応付けられた多重記憶完了情報に基づいて判断する判断手段と、
　前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画像データの多重記憶処理が完
了していると判断される場合、前記スレーブ記憶装置の位置情報を前記記憶位置情報とし
て決定する記憶位置決定手段と、
　前記決定された記憶位置情報を前記外部装置に供給する記憶位置供給手段と、
を有する医用画像保管装置。
【請求項２】
　前記記憶装置は、前記特定情報と、前記マスタ記憶装置及びスレーブ記憶装置の位置情
報が組み合わされてなるグループ情報とを対応付ける医用画像管理データを記憶し、
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　前記記憶位置決定手段は、前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画像
データの多重記憶処理が完了していると判断される場合、前記医用画像管理データを参照
して、前記所要の特定情報に対応するグループ情報を取得し、前記取得されたグループ情
報に含まれるスレーブ記憶装置の位置情報を前記記憶位置情報として決定する請求項１に
記載の医用画像保管装置。
【請求項３】
　前記記憶装置は、前記特定情報と、前記マスタ記憶装置及びスレーブ記憶装置の位置情
報とを対応付ける医用画像管理データを記憶し、
　前記記憶位置決定手段は、前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画像
データの多重記憶処理が完了していると判断される場合、前記医用画像管理データを参照
して、前記所要の特定情報に対応する位置情報を取得し、前記取得された位置情報を前記
記憶位置情報として決定する請求項１に記載の医用画像保管装置。
【請求項４】
　前記記憶位置決定手段は、前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画像
データの多重記憶処理が完了していないと判断される場合、前記マスタ記憶装置の位置情
報を前記記憶位置情報として決定する請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の医用画
像保管装置。
【請求項５】
　前記記憶装置は、前記特定情報と、前記マスタ記憶装置及びスレーブ記憶装置の位置情
報が組み合わされてなるグループ情報とを対応付ける医用画像管理データを記憶し、
　前記記憶位置決定手段は、前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画像
データの多重記憶処理が完了していないと判断される場合、前記医用画像管理データを参
照して、前記所要の特定情報に対応するグループ情報を取得し、前記取得されたグループ
情報に含まれるマスタ記憶装置の位置情報を前記記憶位置情報として決定する請求項４に
記載の医用画像保管装置。
【請求項６】
　前記記憶装置は、前記マスタ記憶装置とスレーブ記憶装置との位置情報を対応付ける記
憶装置管理データと、前記特定情報と前記マスタ記憶装置の位置情報とを対応付ける医用
画像管理データとをそれぞれ記憶し、
　前記記憶位置決定手段は、前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画像
データの多重記憶処理が完了していると判断される場合、前記医用画像管理データを参照
して、前記所要の特定情報に対応するマスタ記憶装置の位置情報を取得し、前記取得され
たマスタ記憶装置の位置情報に対応付けられるスレーブ記憶装置の位置情報を前記記憶装
置管理データから取得して前記記憶位置情報として決定する請求項１に記載の医用画像保
管装置。
【請求項７】
　前記記憶位置情報の要求が受け付けられると、システム設定を確認し、前記スレーブ記
憶装置の位置情報を前記記憶位置情報として供給する設定になっているかどうかを判断す
るスレーブ参照判断手段をさらに有し、
　前記記憶位置決定手段は、前記スレーブ記憶装置の位置情報を前記記憶位置情報として
供給する設定になっていないと判断された場合、前記所要の特定情報に関する医用画像デ
ータの多重記憶処理が完了しているか否かに関わらず、前記マスタ記憶装置の位置情報を
前記記憶位置情報として決定する請求項１乃至６のうちいずれか一項に記載の医用画像保
管装置。
【請求項８】
　前記特定情報を、前記医用画像データが所属する検査ＵＩＤ（ｕｎｉｑｕｅ　ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）又はシリーズＵＩＤとする請求項１乃至７のうちいずれか一項に記載の医
用画像保管装置。
【請求項９】
　前記記憶実行手段は、ネットワークを介して接続される前記マスタ記憶装置及び前記ス
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レーブ記憶装置に対して前記多重記憶処理を実行する請求項１乃至８のうちいずれか一項
に記載の医用画像保管装置。
【請求項１０】
　前記マスタ記憶装置と前記スレーブ記憶装置とをさらに有する請求項１乃至８のうちい
ずれか一項に記載の医用画像保管装置。
【請求項１１】
　前記マスタ記憶装置及び前記スレーブ記憶装置は、一のグループを構成する記憶装置セ
ットであり、
　前記記憶実行手段は、前記記憶装置セットを構成する全ての装置に前記多重記憶処理を
実行し、当該多重記憶処理が完了した場合に、当該多重記憶処理が完了した医用画像デー
タの特定情報に対応付けられた、前記検査管理データの多重記憶完了情報を、前記多重記
憶処理が完了した旨を示す情報に更新する請求項１乃至１０のうちいずれか一項に記載の
医用画像保管装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一態様としての本実施形態は、医用画像発生装置で発生された医用画像データ
を保管する医用画像保管装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像発生装置、医用画像保管装置、医用画像記憶装置、読影レポートサーバ、医用
画像参照装置、及び読影レポート作成支援装置によって構成される医用画像管理システム
がある。医用画像保管装置において、医用画像発生装置によって発生された医用画像デー
タをＤＩＣＯＭデータとして管理している。そして、多重化された医用画像記憶システム
（複数の医用画像記憶装置）を含む大規模システムも利用されている。
【０００３】
　なお、本発明に係る従来技術として、以下の特許文献１が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２７９５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術では、大規模システムにおいて、医用画像保管装置の医用画像記憶システムへ
の医用画像データの登録や、医用画像記憶システムに記憶された医用画像データの参照が
頻繁に行なわれる。医用画像データのテンポラリ領域への保存や、テンポラリ領域から正
式な領域への医用画像データの移動など複数のｗｒｉｔｅ処理や、医用画像参照装置から
の画像参照時の医用画像データのｒｅａｄ処理等のように、医用画像記憶システムのマス
タ記憶装置のみにアクセスが集中すると、医用画像記憶システムへの医用画像データの登
録や、医用画像記憶システムに記憶された医用画像データの参照が遅くなってしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態の医用画像保管装置は、上述した課題を解決するために、マスタ記憶装置及
びスレーブ記憶装置に対して医用画像データの多重記憶処理を実行する記憶実行手段と、
前記医用画像データの特定情報と、前記スレーブ記憶装置への前記多重記憶処理が完了し
たか否かを示す多重記憶完了情報とを対応付ける検査管理データを記憶する記憶装置と、
外部装置から、所要の特定情報に関する医用画像データが記憶された記憶装置の記憶位置
情報の要求を受け付ける記憶位置要求受付手段と、前記記憶位置情報の要求が受け付けら
れると、前記検査管理データを参照し、前記所要の特定情報に関する医用画像データの多
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重記憶処理が完了しているか否かを、当該特定情報に対応付けられた多重記憶完了情報に
基づいて判断する判断手段と、前記判断手段によって前記所要の特定情報に関する医用画
像データの多重記憶処理が完了していると判断される場合、前記スレーブ記憶装置の位置
情報を前記記憶位置情報として決定する記憶位置決定手段と、前記決定された記憶位置情
報を前記外部装置に供給する記憶位置供給手段と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態の医用画像保管装置を備える医用画像管理システムの構成を示す概略
図。
【図２】本実施形態の医用画像保管装置の構成を示す図。
【図３】記憶装置管理データの一例を示す図。
【図４】医用画像管理データの第１例を示す図。
【図５】医用画像管理データの第２例を示す図。
【図６】検査管理データの第１例を示す図。
【図７】本実施形態の医用画像保管装置の機能を示すブロック図。
【図８】検査管理データの第２例を示す図。
【図９】本実施形態の医用画像保管装置の第１の動作を示すフローチャート。
【図１０】本実施形態の医用画像保管装置の第２の動作を示すフローチャート。
【図１１】本実施形態の医用画像保管装置の第３の動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本実施形態の医用画像保管装置について、添付図面を参照して説明する。
【０００９】
　図１は、本実施形態の医用画像保管装置を備える医用画像管理システムの構成を示す概
略図である。
【００１０】
　図１は、医用画像管理システム１を示す。医用画像管理システム１は、医療機関（病院
）１０に設置される。病院１０は、医用画像発生装置（モダリティ）１１、本実施形態の
医用画像保管装置（医用画像サーバ）１２、医用画像記憶システム１３、読影レポートサ
ーバ１４、観察用の医用画像参照装置（ビューア）１５、読影用のビューア１６、及び読
影レポート作成支援装置１７を備える。各装置は、基幹のＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ
　ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワークＮを介して相互に通信可能である。なお、装置１１
乃至１７の一部又は全部は、病院１０に複数備えられてもよい。
【００１１】
　モダリティ１１は、被検体としての患者の検査部位を撮影し、医用データとしての検査
部位の医用画像データを生成する。生成された医用画像データは、ＤＩＣＯＭ（ｄｉｇｉ
ｔａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｍｅｄｉｃｉ
ｎｅ）データとして医用画像サーバ１２に送信される。モダリティ１１としては、内視鏡
検査装置、Ｘ線装置、Ｘ線ＣＴ（ｃｏｍｐｕｔｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置、ＭＲ
Ｉ（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ）装置、超音波診断装置、
及び核医学診断装置等が挙げられる。
【００１２】
　医用画像サーバ１２は、モダリティ１１によって収集された医用画像データを医用画像
記憶システム１３に記憶させて保管する。医用画像サーバ１２は、ビューア１５，１６の
要求に応じて医用画像記憶システム１３を検索し、ビューア１５，１６に医用画像データ
を提供する。医用画像サーバ１２の構成については、図２を用いて後述する。
【００１３】
　なお、医用画像サーバ１２は、医用画像データに対する経時差分、統合（ｆｕｓｉｏｎ
）、断面変換（ＭＰＲ）、３Ｄ表示変換、及び付帯情報管理等の機能を有している。また
、医用画像サーバ１２は、医用画像データを医用画像記憶システム１３に記憶させる場合
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、その医用画像データに付帯する付帯情報を読影レポートサーバ１４に送信する。この付
帯情報は受付番号、患者情報、及び検査情報等を含む。ここで、患者情報としては、例え
ば、患者ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）及び患者名等が挙げられる。また、検査
情報としては、例えば、ＣＴやＭＲ等の検査種別情報、及び被検体の検査部位情報等が挙
げられる。
【００１４】
　医用画像記憶システム１３は、第１Ｇ（グループ）の記憶装置セット１３１及び第２Ｇ
の記憶装置セット１３２を備える。第１Ｇの記憶装置セット１３１は、マスタ（プライマ
リ）記憶装置１３１ｍ及びスレーブ（スタンバイ）記憶装置１３１ｓを備える。同様に、
第２Ｇの記憶装置セット１３２は、マスタ記憶装置１３２ｍ及びスレーブ記憶装置１３２
ｓを備える。
【００１５】
　なお、以下に、グループ数が２（１３１，１３２）の場合について説明するが、グルー
プ数は、１であっても、３以上であっても構わない。また、以下に、各グループのスレー
ブ記憶装置の数が１（１３１ｓ，１３２ｓ）である場合を説明するが、スレーブ記憶装置
の数は、複数であってもよい。グループ数が２の場合で、かつ、各グループのスレーブ記
憶装置の数が１である場合、医用画像記憶システム１３は、図１に示すように４個の記憶
装置１３１ｍ，１３１ｓ，１３２ｍ，１３２ｓ（ＮＡＳ識別情報：ＮＡＳ＃１～ＮＡＳ＃
４）を備えることになる。
【００１６】
　医用画像記憶システム１３は、医用画像サーバ１２による制御の下、医用画像データを
適宜記憶（登録）させたり、参照させたりする。ネットワークＮに直接接続された医用画
像記憶システム１３は、ＮＡＳ（ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｔｔａｃｈｅｄ　ｓｔｏｒａｇｅ）
であり、医用画像データを記憶するファイルサーバである。なお、医用画像記憶システム
１３は、ネットワークＮに直接接続されたＮＡＳである場合に限られず、医用画像サーバ
１２内に備えられるものであってもよい。
【００１７】
　ここで、医用画像記憶システム１３は、医用画像データを、ある１グループの記憶装置
セットを形成するマスタ記憶装置及びスレーブ記憶装置に多重記憶処理する。多重記憶処
理するタイミングとして、同期方式及び非同期方式の２通りが存在する。同期方式では、
医用画像データが、マスタ記憶装置に記憶されると同時に、対応するスレーブ記憶装置に
も記憶される。一方で、非同期方式では、医用画像データは、まずはマスタ記憶装置のみ
に記憶され、そのマスタ記憶装置への医用画像データの記憶の際、ログが出力される。こ
のログに基づいて順次、検査管理データ（図６に図示）が更新され、検査管理データに基
づいて、対応するスレーブ記憶装置に医用画像データが記憶される。以下、非同期方式が
採用される場合を説明するが、医用画像管理システム１は、その場合に限定されるもので
はない。
【００１８】
　読影レポートサーバ１４は、医用画像サーバ１２から付帯情報を受け取り、その付帯情
報を含む入力前の読影レポート（症例入力欄や所見入力欄等が空白状態である読影レポー
ト）を受付番号に関連付けて保存し、さらに、読影レポート作成支援装置１７の要求に応
じて読影レポート作成支援装置１７に入力前の読影レポートを提供する。また、読影レポ
ートサーバ１４は、読影医により作成された入力済の読影レポートを適宜記憶させ、さら
に、観察用のビューア１５の要求に応じて読影レポートを提供する。
【００１９】
　観察用のビューア１５は、医用画像サーバ１２が保管する医用画像データや読影レポー
トサーバ１４が保管する入力済の読影レポートを表示する装置である。観察用のビューア
１５は、例えば病院内の診察室に設置されており、患者の担当医等に医用画像データや読
影レポートを提供する。観察用のビューア１５により、担当医は医用画像データ及び読影
レポートを閲覧することができる。
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【００２０】
　読影用のビューア１６は、医用画像サーバ１２が保管する医用画像データや読影レポー
トサーバ１４が保管する入力前の読影レポートを表示する装置である。読影用のビューア
１６は、例えば病院内の読影室に設置されており、読影レポートを作成する読影医等のレ
ポート作成者に医用画像データを提供する。読影用のビューア１６により、レポート作成
者は読影対象の医用画像データを閲覧することができる。
【００２１】
　読影レポート作成支援装置１７は、読影レポートサーバ１４が保管する入力前（登録前
）の読影レポートに対するレポート作成者の作成作業を支援する装置である。読影レポー
ト作成支援装置１７は、例えば病院内の読影室に読影用のビューア１６と並べて設置され
ており、レポート作成者が読影レポートを作成する場合の作成作業を支援する。なお、レ
ポート作成者は、読影用のビューア１６に表示された医用画像データを閲覧しながら、読
影レポート作成支援装置１７を用いてその読影対象である医用画像データに対する読影レ
ポートを作成する。
【００２２】
　図２は、本実施形態の医用画像サーバ１２の構成を示す図である。
【００２３】
　図２に示すように、医用画像サーバ１２は、制御部４１、記憶部４２、入力部４３、表
示部４４、通信部４５、記憶装置管理データベース（ＤＢ）４６、医用画像管理ＤＢ４７
、及び検査管理ＤＢ４８を備える。各部４１乃至４８はバスＢを介して電気的に接続され
ている。
【００２４】
　制御部４１は、各部を制御するマイクロプロセッサ等によって構成される。制御部４１
は、記憶部４２に記憶された各種のプログラムやデータ等に基づいて各部を制御し、特に
、それらのプログラムやデータ等に基づき、入力部４３に対する操作者の入力操作に応じ
て各部を制御する。また、制御部４１は、各種のプログラムに基づいて、各種データの計
算又は加工等を行なう一連のデータ処理、及び読影レポートを表示する画像表示処理等を
実行する。
【００２５】
　記憶部４２は、各種のプログラムやデータを記憶するＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、又はフラッシュ
メモリ等を含む。記憶部４２は、制御部４１が実行する起動プログラム等の各種のプログ
ラムを記憶するメモリであって、さらに、制御部４１のワークエリアとしても機能するメ
モリである。なお、起動プログラムは、医用画像サーバ１２の起動時に制御部４１により
読み出されて実行される。
【００２６】
　入力部４３は、マウスやキーボード等の入力デバイスによって構成される。入力部４３
は、操作者により入力操作される操作部である。
【００２７】
　表示部４４は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）ディ
スプレイ等によって構成される。
【００２８】
　通信部４５は、ネットワークＮを介して外部装置との通信を行なう通信インターフェー
スである。
【００２９】
　記憶装置管理ＤＢ４６は、医用画像記憶システム１３（図１に図示）に設けられるマス
タ記憶装置１３１ｍ，１３２ｍとスレーブ記憶装置１３１ｓ，１３２ｓとの位置情報を対
応づけた（グループ化した）記憶装置管理データ（テーブル）を記憶する。
【００３０】
　図３は、記憶装置管理データの一例を示す図である。
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【００３１】
　図３は、グループ数が２の場合で、かつ、各グループのスレーブ記憶装置の数が１であ
る場合における、記憶装置管理データを示す。図３に示すように、第１Ｇとして、４個の
記憶装置のうち位置情報（ＮＡＳ識別情報）が「ＮＡＳ＃１」のマスタ記憶装置１３１ｍ
（図１に図示）と、位置情報（ＮＡＳ識別情報）が「ＮＡＳ＃２」のスレーブ記憶装置１
３１ｓ（図１に図示）とが組み合わせられる。第２Ｇとして、４個の記憶装置のうち位置
情報（ＮＡＳ識別情報）が「ＮＡＳ＃３」のマスタ記憶装置１３２ｍ（図１に図示）と、
位置情報（ＮＡＳ識別情報）が「ＮＡＳ＃４」のスレーブ記憶装置１３２ｓ（図１に図示
）とが組み合わせられる。ここで、ＮＡＳ識別情報としては、ＩＰ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスや、ホスト名や、ＦＱＤＮ（ｆｕｌｌｙ　ｑｕａｌｉｆｉｅ
ｄ　ｄｏｍａｉｎ　ｎａｍｅ）名等が挙げられる。
【００３２】
　図２の説明に戻って、医用画像管理ＤＢ４７は、医用画像管理データ（テーブル）を記
憶する。医用画像管理ＤＢ４７は、医用画像記憶システム１３に記憶される医用画像デー
タを特定する情報である医用画像特定情報と、医用画像データの記憶グループを示すグル
ープ情報（図４に図示）、又は、医用画像データの記憶位置を示す位置情報（マスタのＮ
ＡＳ識別情報）（図５に図示）とを対応付けて記憶し、またＳＱＬ（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
ｄ　ｑｕｅｒｙ　ｌａｎｇｕａｇｅ）等のリレーショナルデータベース操作言語に対応し
たデータベース管理システムとしての機能を備える。
【００３３】
　図４は、医用画像管理データの第１例を示す図である。
【００３４】
　図４に示すように、医用画像管理データは、医用画像特定情報として、画像ＵＩＤ（ｕ
ｎｉｑｕｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）と、その画像ＵＩＤが所属するシリーズＵＩＤと、
そのシリーズＵＩＤが所属する検査ＵＩＤとを有する。また、医用画像管理データは、医
用画像特定情報の種類毎に、記憶装置管理データ（図３に図示）によって設定されたグル
ープ情報（第１Ｇ又は第２Ｇ）が割り当てられる。なお、以下、医用画像特定情報として
の検査ＵＩＤ毎にグループ情報が割り当てられる場合を説明するが、画像ＵＩＤやシリー
ズＵＩＤ毎にグループが割り当てられる場合であってもよい。
【００３５】
　なお、医用画像管理データは、医用画像特定情報の種類毎に、グループ情報の代わりに
、記憶装置管理データ（図３に図示）によって設定されたＮＡＳ識別情報のペア（ＮＡＳ
＃１＋＃２、又は、ＮＡＳ＃３＋＃４）が割り当てられてもよい。
【００３６】
　図５は、医用画像管理データの第２例を示す図である。
【００３７】
　図５に示すように、医用画像管理データは、医用画像特定情報として、画像ＵＩＤと、
その画像ＵＩＤが所属するシリーズＵＩＤと、そのシリーズＵＩＤが所属する検査ＵＩＤ
とを有する。また、医用画像管理データは、医用画像特定情報の種類毎に、記憶装置管理
データ（図３に図示）によって設定されたマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ
）のＮＡＳ識別情報が位置情報として割り当てられる。なお、以下、医用画像特定情報と
しての検査ＵＩＤ毎にマスタのＮＡＳ識別情報が位置情報として割り当てられる場合を説
明するが、画像ＵＩＤやシリーズＵＩＤ毎にマスタのＮＡＳ識別情報が位置情報として割
り当てられる場合であってもよい。
【００３８】
　図２の説明に戻って、検査管理ＤＢ４８は、検査ＵＩＤと、その検査ＵＩＤに関する医
用画像データの多重記憶処理が完了しているか否かを示す多重記憶完了情報とを検査管理
データ（テーブル）として記憶する機能を備える。
【００３９】
　図６は、検査管理データの第１例を示す図である。
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【００４０】
　図６に示すように、検査管理データは、医用画像管理データ（図４及び図５に図示）に
よって設定された検査ＵＩＤと、多重記憶完了情報（フラグ）とが対応付けられてなる。
また、検査管理データは、検査ＵＩＤに対応する検査日付、多重記憶受付番号、及び患者
ＩＤを含んでもよい。多重記憶処理するタイミングとして、非同期方式を採用する場合、
医用画像データがマスタ記憶装置に記憶されたタイミングではスレーブ記憶装置には記憶
されない。よって、医用画像データがマスタ記憶装置に記憶されたタイミングでは、図６
に示すように、多重記憶処理が未完了としてフラグが落とされている（０）。
【００４１】
　図７は、本実施形態の医用画像サーバ１２の機能を示すブロック図である。
【００４２】
　図２に示す制御部４１がプログラムを実行することによって、図７に示すように、医用
画像サーバ１２は、医用画像管理データ登録手段５１、検査管理データ登録手段５２、記
憶処理実行手段５３、多重記憶処理実行手段５４、記憶位置要求受付手段５５、スレーブ
参照判断手段５６、多重記憶処理判断手段５７、記憶位置決定手段５８、及び記憶位置供
給手段５９として機能する。なお、手段５１～５９がソフトウェアとして機能する場合を
説明するが、手段５１～５９の一部又は全部は、医用画像サーバ１２にハードウェアとし
て備えられるものであってもよい。
【００４３】
　医用画像管理データ登録手段５１は、医用画像管理ＤＢ４７に記憶された医用画像管理
データ（図４に図示）に、医用画像管理データ要素を追加登録する機能を有する。医用画
像管理データとして図４に示すものを用いる場合、医用画像管理データ登録手段５１は、
医用画像管理ＤＢ４７に記憶された医用画像管理データ（図４に図示）に、医用画像特定
情報としての検査ＵＩＤと、記憶装置管理ＤＢ４６に記憶された記憶装置管理データ（図
３に図示）によって設定されたグループ情報のいずれかと、を含む医用画像管理データ要
素を追加登録する。
【００４４】
　一方で、医用画像管理データとして図５に示すものを用いる場合、医用画像管理データ
登録手段５１は、医用画像管理ＤＢ４７に記憶された医用画像管理データ（図５に図示）
に、医用画像特定情報としての検査ＵＩＤと、記憶装置管理ＤＢ４６に記憶された記憶装
置管理データ（図３に図示）によって設定されたマスタの位置情報のいずれかと、を含む
医用画像管理データ要素を追加登録する機能を有する。
【００４５】
　検査管理データ登録手段５２は、医用画像管理データ要素が追加登録されると、検査管
理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図６に図示）に、追加登録された検査ＵＩＤと
、その検査ＵＩＤに対応する多重記憶完了情報（多重記憶処理が未完了を示す「０」）と
、を含む検査管理データ要素を追加登録する機能を有する。
【００４６】
　記憶処理実行手段５３は、検査管理データ登録手段５２によって医用画像管理データ要
素が追加登録されると、追加登録された医用画像管理データ要素の検査ＵＩＤに関する医
用画像データをマスタに記憶させる機能を有する。医用画像管理データとして図４に示す
ものを用いる場合、記憶処理実行手段５３は、医用画像管理データ要素が追加登録される
と、医用画像管理ＤＢ４７に記憶された医用画像管理データ（図４に図示）を参照して、
追加登録された医用画像管理データ要素の検査ＵＩＤに対応するグループ情報（第１Ｇ又
は第２Ｇ）を取得する。そして、記憶処理実行手段５３は、取得されたグループ情報を記
憶装置管理データ（図３に図示）に参照して当該グループ情報に対応するマスタ（マスタ
記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位置情報を取得し、取得された位置情報のマスタに、
追加登録された検査ＵＩＤに関する医用画像データを記憶させる。
【００４７】
　一方で、医用画像管理データとして図５に示すものを用いる場合、記憶処理実行手段５
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３は、医用画像管理データ要素が追加登録されると、医用画像管理ＤＢ４７に記憶された
医用画像管理データ（図５に図示）を参照して、追加登録された医用画像管理データ要素
の検査ＵＩＤに対応するマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位置情報を取
得する。そして、記憶処理実行手段５３は、取得された位置情報のマスタに、追加登録さ
れた検査ＵＩＤに関する医用画像データを記憶させる。
【００４８】
　多重記憶処理実行手段５４は、多重記憶処理が未完了の検査ＵＩＤに関する医用画像デ
ータの多重記憶処理を実行する機能を有する。そして、多重記憶処理実行手段５４は、検
査管理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図６に図示）に対して、多重記憶処理が完
了した検査ＵＩＤについてフラグを立てる（フラグ「１」）機能を有する。医用画像管理
データとして図４に示すものを用いる場合、多重記憶処理実行手段５４は、検査管理デー
タ（図６に図示）を参照し、多重記憶処理が未完了（フラグ「０」）の検査ＵＩＤに対応
するグループ情報（第１Ｇ又は第２Ｇ）を医用画像管理データ（図４に図示）から取得す
る。そして、多重記憶処理実行手段５４は、取得されたグループ情報を記憶装置管理デー
タ（図３に図示）に参照して当該グループ情報に対応するスレーブ（スレーブ記憶装置１
３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を取得し、取得された位置情報のスレーブに、同一グル
ープのマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）に記憶された医用画像データを、
通信部４５を介して記憶させる。
【００４９】
　一方で、医用画像管理データとして図５に示すものを用いる場合、多重記憶処理実行手
段５４は、検査管理データ（図６に図示）を参照し、多重記憶処理が未完了（フラグ「０
」）の検査ＵＩＤに対応するマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位置情報
を医用画像管理データ（図５に図示）から取得する。そして、多重記憶処理実行手段５４
は、取得されたマスタの位置情報を記憶装置管理データ（図３に図示）に参照して同一グ
ループのスレーブ（スレーブ記憶装置１３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を取得し、取得
された位置情報のスレーブに、同一グループのマスタに記憶された医用画像データを、通
信部４５を介して記憶させる。
【００５０】
　ここで、多重記憶処理実行手段５４は、検査管理データ（図６に図示）の中の検査日付
又は多重記憶受付番号の若いものから順に多重記憶処理を実行する。又は、多重記憶処理
実行手段５４は、検査管理データ（図６に図示）の中のある患者ＩＤに関する検査ＵＩＤ
について多重記憶処理が完了（フラグ「１」）している場合、同一患者ＩＤの他の検査Ｕ
ＩＤについて多重記憶処理が未完了（フラグ「０」）であればその多重記憶処理を優先し
て実行する。又は、後述する記憶位置要求受付手段５５によって記憶位置情報の要求のあ
った所要の検査ＵＩＤについて多重記憶処理が未完了（フラグ「０」）であればその多重
記憶処理を優先して実行する。
【００５１】
　図８は、検査管理データの第２例を示す図である。
【００５２】
　図８に示す検査管理データは、図６と同様に、検査ＵＩＤと、その検査ＵＩＤに対応す
る検査日付、多重記憶受付番号、患者ＩＤ、及び多重記憶完了情報とを含む。そして、図
６に示す上段の検査ＵＩＤについて多重記憶処理が行なわれて多重記憶処理が完了される
と、図８に示すように、上段の検査ＵＩＤについてフラグが立てられる（１）。
【００５３】
　図７の説明に戻って、記憶位置要求受付手段５５は、通信部４５を介してビューア１５
，１６から所要の医用画像特定情報としての検査ＵＩＤ（１の検査ＵＩＤ又は複数の検査
ＵＩＤ）に関する医用画像データの表示要求、すなわち、所要の検査ＵＩＤに関する医用
画像データの記憶位置を示す記憶位置情報（パス）の要求を受け付ける機能を有する。
【００５４】
　スレーブ参照判断手段５６は、記憶位置要求受付手段５５によって記憶位置情報の要求
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が受け付けられると、スレーブ（スレーブ記憶装置１３１ｓ，１３２ｓ）を参照する設定
になっているか否かを判断する。スレーブ参照判断手段５６は、記憶位置要求受付手段５
５によって記憶位置情報の要求が受け付けられるとシステム設定を確認し、スレーブの記
憶位置情報を供給する設定になっているかどうかを判断する。
【００５５】
　多重記憶処理判断手段５７は、スレーブ参照判断手段５６によってスレーブを参照する
設定になっていると判断される場合、検査管理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図
８に図示）を参照し、所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理が完了し
ているか否かを判断する機能を有する。多重記憶処理判断手段５７は、図８に示す検査管
理データの多重記憶完了情報に基づいて、当該検査ＵＩＤに関する医用画像データについ
て多重記憶処理が完了しているかどうか判断する。
【００５６】
　ここで、記憶位置要求受付手段５５によって、医用画像特定情報としての検査ＵＩＤ単
位で医用画像データの表示要求が受け付けられる場合について説明するが、その場合に限
定されるものではない。例えば、記憶位置要求受付手段５５によって、シリーズ単位で医
用画像データの表示要求が受け付けられる場合であってもよい。その場合、検査ＵＩＤ単
位の検査管理データ（図６及び図８に図示）の代わりに、シリーズＵＩＤ単位の検査管理
データ（図示しない）を作成し、多重記憶処理判断手段５７は、シリーズＵＩＤ単位の検
査管理データに基づいて、シリーズＵＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理が完了
しているか否かを判断する。
【００５７】
　記憶位置決定手段５８は、多重記憶処理判断手段５７によって所要の検査ＵＩＤに関す
る医用画像データの多重記憶処理が完了していると判断される場合、スレーブの位置情報
を、要求された記憶位置情報として決定する機能を有する。医用画像管理データとして図
４に示すものを用いる場合の記憶位置決定手段５８は、多重記憶処理判断手段５７によっ
て所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理が完了していると判断される
場合、医用画像管理データ（図４に図示）を参照して、所要の検査ＵＩＤに対応するグル
ープ情報（第１Ｇ又は第２Ｇ）を取得する。そして、記憶位置決定手段５８は、取得され
たグループ情報を記憶装置管理データ（図３に図示）に参照して当該グループ情報に対応
するスレーブ（スレーブ記憶装置１３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を取得し、それを要
求された記憶位置情報として決定する。
【００５８】
　一方で、医用画像管理データとして図５に示すものを用いる場合の記憶位置決定手段５
８は、多重記憶処理判断手段５７によって所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多
重記憶処理が完了していると判断される場合、医用画像管理データ（図５に図示）を参照
して、所要の検査ＵＩＤに対応するマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位
置情報を取得する。そして、記憶位置決定手段５８は、取得されたマスタの位置情報を記
憶装置管理データ（図３に図示）に参照して同一グループのスレーブ（スレーブ記憶装置
１３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を取得し、それを要求された記憶位置情報として決定
する。
【００５９】
　また、記憶位置決定手段５８は、スレーブ参照判断手段５６によってスレーブ（スレー
ブ記憶装置１３１ｓ，１３２ｓ）を参照する設定になっていないと判断される場合、又は
、多重記憶処理判断手段５７によって所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多重記
憶処理が完了していないと判断される場合、マスタの位置情報を、要求された記憶位置情
報として決定する機能を有する。記憶位置決定手段５８は、医用画像管理データとして図
４に示すものを用いる場合、医用画像管理データ（図４に図示）を参照して、所要の検査
ＵＩＤに対応するグループ（第１Ｇ又は第２Ｇ）を取得する。そして、記憶位置決定手段
５８は、取得されたグループを記憶装置管理データ（図３に図示）に参照して当該グルー
プに対応するマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位置情報を取得し、それ
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を要求された記憶位置情報として決定する。又は、記憶位置決定手段５８は、医用画像管
理データとして図４に示すものを用いる場合、所要の検査ＵＩＤに対応するグループ（第
１Ｇ又は第２Ｇ）の代わりに、所要の検査ＵＩＤに対応するＮＡＳ識別情報のペアを取得
する。
【００６０】
　一方で、医用画像管理データとして図５に示すものを用いる場合、記憶位置決定手段５
８は、医用画像管理データ（図５に図示）を参照して、所要の検査ＵＩＤに対応するマス
タ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位置情報を取得する。そして、記憶位置決
定手段５８は、取得されたマスタの位置情報を、要求された記憶位置情報として決定する
。
【００６１】
　ここで、記憶位置決定手段５８は、多重記憶処理判断手段５７によって所要の検査ＵＩ
Ｄに関する医用画像データの多重記憶処理が完了していると判断される場合、全ての医用
画像データの記憶位置情報をスレーブの位置情報と決定すればよい。又は、記憶位置決定
手段５８は、多重記憶処理判断手段５７によって所要の検査ＵＩＤに関する医用画像デー
タの多重記憶処理が完了していると判断される場合、予め設定された割合（例えば、５０
％のデータ数）の医用画像データの記憶位置情報をスレーブの位置情報と決定し、残りの
医用画像データの記憶位置情報をマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の位置
情報と決定すればよい。予め設定された割合が５０％の場合、記憶位置決定手段５８は、
検査ＵＩＤを構成する前半シリーズの医用画像データの記憶位置情報をスレーブの位置情
報と決定し、後半シリーズの医用画像データの記憶位置情報をマスタの位置情報と決定し
たり、検査ＵＩＤを構成する１シリーズの前半の医用画像データの記憶位置情報をスレー
ブの位置情報と決定し、後半の医用画像データの記憶位置情報をマスタの位置情報と決定
したりする。このような構成とすることで、スレーブにアクセスが集中することを抑える
こともできる。
【００６２】
　また、記憶位置決定手段５８は、多重記憶処理判断手段５７によって所要の検査ＵＩＤ
に関する医用画像データの多重記憶処理が完了していると判断され、異なるビューア１５
，１６から同時期に同一検査ＵＩＤに関する医用画像データの記憶位置情報の要求があっ
た場合、ビューア１５から要求された記憶位置情報をマスタの位置情報と決定し、ビュー
ア１６から要求された記憶位置情報をスレーブの位置情報と決定することもできる。この
ような構成とすることで、スレーブにアクセスが集中することを抑えることもできる。
【００６３】
　さらに、記憶位置決定手段５８は、多重記憶処理判断手段５７によって同一グループの
第１及び第２の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理が完了しているとそれ
ぞれ判断された場合、第１の検査ＵＩＤに関する医用画像データの記憶位置情報をマスタ
の位置情報と決定し、第２の検査ＵＩＤに関する医用画像データの記憶位置情報をスレー
ブの位置情報と決定することもできる。このような構成とすることで、スレーブにアクセ
スが集中することを抑えることもできる。
【００６４】
　記憶位置供給手段５９は、記憶位置決定手段５８によって決定された記憶位置情報（一
覧）を、通信部４５を介してビューア１５，１６に供給する機能を有する。
【００６５】
　ビューア１５，１６は、記憶位置供給手段５９によって供給された記憶位置情報（一覧
）に基づいてマスタ記憶装置１３１ｍ，１３２ｍ又はスレーブ記憶装置１３１ｓ，１３２
ｓから所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データをダウンロードして表示する。
【００６６】
　続いて、本実施形態の医用画像保管装置１２の動作について、図７、図９～図１１を用
いて説明する。
【００６７】
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　図９は、本実施形態の医用画像保管装置１２の第１の動作を示すフローチャートである
。図９に示すフローチャートでは、医用画像管理データとして図４に示すものを用いる場
合について説明する。
【００６８】
　医用画像保管装置１２は、医用画像管理ＤＢ４７に記憶された医用画像管理データ（図
４に図示）に、医用画像特定情報としての検査ＵＩＤと、記憶装置管理ＤＢ４６に記憶さ
れた記憶装置管理データ（図３に図示）によって設定されたグループ情報のいずれかと、
を含む医用画像管理データ要素を追加登録する（ステップＳＴ１）。
【００６９】
　医用画像保管装置１２は、ステップＳＴ１によって医用画像管理データ要素が追加登録
されると、検査管理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図６に図示）に、ステップＳ
Ｔ１によって追加登録された検査ＵＩＤと、その検査ＵＩＤに対応する多重記憶完了情報
と、を含む検査管理データ要素を追加登録する（ステップＳＴ２）。
【００７０】
　医用画像保管装置１２は、ステップＳＴ１によって医用画像管理データ要素が追加登録
されると、医用画像管理ＤＢ４７に記憶された医用画像管理データ（図４に図示）を参照
して、ステップＳＴ１によって追加登録された医用画像管理データ要素の検査ＵＩＤに対
応するグループ情報を取得する。そして、医用画像保管装置１２は、取得されたグループ
情報に対応するマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）に、追加登録された検査
ＵＩＤに関する医用画像データを記憶させる（ステップＳＴ３）。
【００７１】
　医用画像保管装置１２は、続けて医用画像管理データ要素の追加登録を行なうか否かを
判断する（ステップＳＴ４）。ステップＳＴ４の判断にてＹＥＳ、すなわち、続けて医用
画像管理データ要素の追加登録を行なうと判断される場合、医用画像保管装置１２は、ス
テップＳＴ１に戻る。
【００７２】
　一方、ステップＳＴ４の判断にてＮＯ、すなわち、続けて医用画像管理データ要素の追
加登録を行なわないと判断される場合、医用画像保管装置１２は、動作を終了する。
【００７３】
　図１０は、本実施形態の医用画像保管装置１２の第２の動作を示すフローチャートであ
る。図１０に示すフローチャートでは、医用画像管理データとして図４に示すものを用い
る場合について説明する。
【００７４】
　医用画像保管装置１２は、検査管理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図６に図示
）を参照し、多重記憶処理が未完了の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理
を実行する（ステップＳＴ１１）。ステップＳＴ１１において、医用画像保管装置１２は
、検査管理データ（図６に図示）を参照し、多重記憶処理が未完了（多重記憶完了情報「
０」）の検査ＵＩＤに対応するグループ情報を医用画像管理データ（図４に図示）から取
得する。そして、医用画像保管装置１２は、取得されたグループ情報を記憶装置管理デー
タ（図３に図示）に参照して当該グループ情報に対応するスレーブ（スレーブ記憶装置１
３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を取得し、取得された位置情報のスレーブに、同一グル
ープのマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）に記憶された医用画像データを、
通信部４５を介して記憶させる。
【００７５】
　医用画像保管装置１２は、検査管理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図６に図示
）に対して、ステップＳＴ１１によって多重記憶処理が完了した検査ＵＩＤについてフラ
グを立てる（ステップＳＴ１２）。
【００７６】
　医用画像保管装置１２は、続けて医用画像データの多重記憶処理を実行するか否かを判
断する（ステップＳＴ１３）。ステップＳＴ１３の判断にてＹＥＳ、すなわち、続けて医
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用画像データの多重記憶処理を実行すると判断される場合、医用画像保管装置１２は、ス
テップＳＴ１１に戻る。
【００７７】
　一方、ステップＳＴ１３の判断にてＮＯ、すなわち、続けて医用画像データの多重記憶
処理を実行しないと判断される場合、医用画像保管装置１２は、動作を終了する。
【００７８】
　図１１は、本実施形態の医用画像保管装置１２の第３の動作を示すフローチャートであ
る。図１１に示すフローチャートでは、医用画像管理データとして図４に示すものを用い
る場合について説明する。
【００７９】
　医用画像保管装置１２は、通信部４５を介してビューア１５，１６から所要の医用画像
特定情報としての検査ＵＩＤに関する医用画像データの表示要求、すなわち、所要の検査
ＵＩＤに関する医用画像データの記憶位置を示す記憶位置情報（パス）の要求を受け付け
る（ステップＳＴ２１）。医用画像保管装置１２は、ステップＳＴ２１によって記憶位置
情報の要求が受け付けられると、スレーブ（スレーブ記憶装置１３１ｓ，１３２ｓ）を参
照する設定になっているか否かを判断する（ステップＳＴ２２）。ステップＳＴ２２にて
ＹＥＳ、すなわち、スレーブを参照する設定になっていると判断される場合、医用画像保
管装置１２は、検査管理ＤＢ４８に記憶された検査管理データ（図８に図示）を参照し、
所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理が完了しているか否かを判断す
る（ステップＳＴ２３）。
【００８０】
　ステップＳＴ２３にてＹＥＳ、すなわち、所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データの
多重記憶処理が完了していると判断される場合、医用画像保管装置１２は、医用画像管理
データ（図４に図示）を参照して、所要の検査ＵＩＤに対応するグループ情報を取得し、
取得されたグループ情報を記憶装置管理データ（図３に図示）に参照して当該グループ情
報に対応するスレーブ（スレーブ記憶装置１３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を取得する
（ステップＳＴ２４）。そして、医用画像保管装置１２は、ステップＳＴ２４によって取
得されたスレーブ（スレーブ記憶装置１３１ｓ又は１３２ｓ）の位置情報を、要求された
記憶位置情報として、その一覧を生成する（ステップＳＴ２５）。
【００８１】
　また、ステップＳＴ２２の判断にてＮＯ、すなわち、スレーブを参照する設定になって
いないと判断される場合と、ステップＳＴ２３の判断にてＮＯ、すなわち、所要の検査Ｕ
ＩＤに関する医用画像データの多重記憶処理が完了していないと判断される場合、医用画
像保管装置１２は、医用画像管理データ（図４に図示）を参照して、所要の検査ＵＩＤに
対応するグループ情報を取得し、取得されたグループ情報を記憶装置管理データ（図３に
図示）に参照して当該グループ情報に対応するマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３
２ｍ）の位置情報を取得する（ステップＳＴ２６）。そして、記憶位置決定手段５８は、
ステップＳＴ２６によって取得されたマスタ（マスタ記憶装置１３１ｍ又は１３２ｍ）の
位置情報を、要求された記憶位置情報として、その一覧を生成する（ステップＳＴ２７）
。
【００８２】
　医用画像保管装置１２は、ステップＳＴ２５又はＳＴ２７によって生成された記憶位置
情報の一覧を、通信部４５を介してビューア１５，１６に供給する（ステップＳＴ２８）
。
【００８３】
　そして、ビューア１５，１６は、ステップＳＴ２８によって供給された記憶位置情報の
一覧に基づいてマスタ記憶装置１３１ｍ，１３２ｍ又はスレーブ記憶装置１３１ｓ，１３
２ｓから所要の検査ＵＩＤに関する医用画像データをダウンロードして表示する。
【００８４】
　本実施形態の医用画像保管装置１２によると、医用画像データの表示要求がある場合に
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、当該医用画像データの記憶位置情報として、マスタ記憶装置１３１ｍ，１３２ｍの位置
情報だけでなく、一定の条件の下でスレーブ記憶装置１３１ｓ，１３２ｓの記憶位置情報
を供給できる。よって、本実施形態の医用画像保管装置１２によると、医用画像記憶シス
テム１３への医用画像データの登録や、医用画像記憶システム１３に記憶された医用画像
データの参照の速度が向上する。
【００８５】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
の省略、置き換え、変更を行なうことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００８６】
１　医用画像管理システム
１０　病院（医療機関）
１１　医用画像発生装置（モダリティ）
１２　医用画像保管装置（医用画像サーバ）
１３　医用画像記憶システム
１３１ｍ，１３２ｍ　マスタ記憶装置
１３１ｓ，１３２ｓ　スレーブ記憶装置
４１　制御部
４５　通信部
４６　記憶装置管理ＤＢ
４７　医用画像管理ＤＢ
４８　検査管理ＤＢ
５１　医用画像管理データ登録手段
５２　検査管理データ登録手段
５３　記憶処理実行手段
５４　多重記憶処理実行手段
５５　記憶位置要求受付手段
５６　スレーブ参照判断手段
５７　多重記憶処理判断手段
５８　記憶位置決定手段
５９　記憶位置供給手段
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